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了承された。

対象案件

意　見　・　質　問 回　　　　　　　答

　委員からの意見・質
問、それに対する回
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沖縄総合事務局 開発建設部 総合評価審査委員会（営繕系）
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委　　員



　（別　紙）

　○審査対象案件

　１．（ＷＴＯ標準型）総合評価方式

　　1 新石垣航空基地建築工事（第1回）

２．（簡易型）総合評価方式

　　1 宜野湾法務出張所（２３）耐震改修工事

　　2 石垣地方合同（２３）電気設備改修工事

　　3 沖縄税務署（２３）電気設備改修工事

　○個別審議
　　　新石垣航空基地建築工事
　 　○ ・

　 　○ ・

　 　○ ・

　 　○ ・

　○抽出審議

      沖縄税務署（２３）電気設備改修工事

　 　○ ・

　 　○ ・　県内企業下請活用比率表の申告を遵守で
きなかった場合はどうなるのか。

　ＷＴＯ案件は経営事項評価点数１，２００点
以上だが本案件では１，０５０点以上としてい
る。その理由はなにか。

　通達では６．９億以上はWTO案件であるが、
一方で工事規模７．２億未満はB等級となる。
本案件では、Ｂ等級でも施工が可能と判断し
経営事項評価点数を１，０５０点まで下げた。

　原則、全て適用している。小規模であっても
県内に本店を有する企業が元請となる場合
は、直営施工する比率も下請活用比率に追
加できる。

　県内企業下請活用比率表に記載された内
容を遵守することについては契約書に記載す
るものとし、工事完成後に履行状況について
検査を行う。受注者の責により予定比率が未
達成の場合は、工事成績評定点から３点減じ
ることになっている。

意見・質問 回　　　　答

　県内企業下請活用について、本工事のよ
うに小規模であり、下請けを採用しないこと
が想定される場合においても適用するの
か。

　施工実績において、梁構造がプレストレス
トコンクリート造で１０ｍ以上のスパンを有す
ることを求めているが、当該工事のスパン長
はどの程度か。

　当該工事のスパンは約４７ｍである。

　一般的に柱間が１０ｍ以上はプレストレスト
造梁を採用しているため、１０ｍに設定した。
技術的には１０ｍであっても４０ｍ超であって
も構造・工法に大差はないと判断した。

　通達文（H13年10月24日府開管理第802号）
が発出されている。それによると、工事案件ご
とに入札・契約手続運営委員会の審議に諮っ
たうえで競争参加資格に用いる経営事項評価
点数を設定できるものとされている。

　１，２００点を下げても良いというのは文書
が出ているのか。

　当該工事４０ｍ超であれば、施工実績で求
めている１０ｍ以上と随分違うように思える
が、１０ｍ以上に設定した根拠はなにか。


